
○奈良教育大学履修規則 

(平成 16 年４月１日規則第 254 号) 

最終改正 令和７年 12 月 24 日教育大規則第 19 号 

 

 

(目的) 

第１条 この規則は、奈良教育大学学則(平成 16 年奈良教育大学規則第１号。以下「学

則」という。)第 70 条第２項及び第 71 条第２項の規定に基づき、奈良教育大学教育学

部における教育課程及び履修方法等に関し、必要な事項を定めるとともに、学則第 39

条第２項、第 40 条第２項、第 41 条第２項、第 42 条第２項、第 43 条に規定する資格

の履修方法等に関し必要な事項を定める。 

(専攻、専修、履修分野) 

第２条 学生は、次のいずれかの専攻、専修に所属しなければならない。 

課程 専攻 専修 履修分野 

学校教育教員養成課程 教育発達 教育学   

心理学 

幼年教育 

特別支援教育 

教科教育 国語教育 初等教育 

  中等教育 

社会科教育 初等教育 

  中等教育 

数学教育 初等教育 

  中等教育 

理科教育 初等教育 

  中等教育 

音楽教育 初等教育 

  中等教育 

美術教育 初等教育 

  中等教育 

保健体育 初等教育 

  中等教育 

技術教育 中等教育 

英語教育 中等教育 

家庭科教育 初等教育 

  中等教育 

伝統文化教育 書道教育   

文化遺産教育 

２ 教科教育専攻の各専修において所属する履修分野は、入学時に決定した履修分野とす

る。 

(履修基準) 

第３条 履修基準は、別表基準のとおりとする。 

(卒業要件及び標準履修課程表) 



第４条 学生は、別表履修課程１～７のいずれかの標準履修課程表に基づき履修し、所定

の単位を修得しなければならない。その際、第５条第１項に規定する教育職員免許状

の取得要件を満たすものとする。 

(教育職員免許状の取得) 

第５条 学生が、その所属する専修、履修分野に応じ、満たすべき取得要件に係る免許状

の種類は、次のとおりとする。 

専攻 専修 履修分野 免許の種類 

教育発達 教育学   小学校一種 

心理学 小学校一種 

幼年教育 幼稚園一種 

特別支援教育 小学校一種又は中学校一種、特別支援学校一

種((知的障害者に関する教育の領域)、(肢体

不自由者に関する教育の領域)、(病弱者に関

する教育の領域)) 

教科教育 国語教育 初等教育 小学校一種 

  中等教育 中学校一種(国語) 

社会科教育 初等教育 小学校一種 

  中等教育 中学校一種(社会) 

数学教育 初等教育 小学校一種 

  中等教育 中学校一種(数学) 

理科教育 初等教育 小学校一種 

  中等教育 中学校一種(理科) 

音楽教育 初等教育 小学校一種 

  中等教育 中学校一種(音楽) 

美術教育 初等教育 小学校一種 

  中等教育 中学校一種(美術) 

保健体育 初等教育 小学校一種 

  中等教育 中学校一種(保健体育) 

技術教育 中等教育 中学校一種(技術) 

英語教育 中等教育 中学校一種(英語) 

家庭科教育 初等教育 小学校一種 

  中等教育 中学校一種(家庭) 

伝統文化教育 書道教育   高等学校一種(書道) 

文化遺産教育 中学校一種(理科)又は(美術) 

２ 前項に定める免許状以外の免許状の取得については、別表履修課程８の標準履修基準

表によるものとする。 

(社会教育主事資格取得のための標準履修基準) 

第６条 社会教育主事となる所要資格を取得する学生は、別表履修課程９の標準履修基準

表により履修するものとする。 

(学校図書館司書教諭資格取得のための標準履修基準) 

第６条の２ 学校図書館司書教諭となる所要資格を取得する学生は、別表履修課程 10 の

標準履修基準表により履修するものとする。 



(保育士資格取得のための標準履修基準) 

第６条の３ 保育士となる所要資格を取得する学生は、別表履修課程 11 の標準履修基準

表により履修するものとする。 

(学芸員資格取得のための標準履修基準) 

第６条の４ 学芸員となる所要資格を取得する学生は、別表履修課程 12 の標準履修基準

表により履修するものとする。 

(その他の資格等) 

第６条の５ 第６条から前条までに定める資格取得のための標準履修基準のほか、資格等

取得に関し必要な事項は別に定める。 

(外国人留学生に対する特例) 

第７条 外国人留学生に対しては、第４条に定める標準履修課程表のほか、日本語科目及

び日本事情に関する科目(以下「日本語科目等」という。)を開設する。 

２ 日本語科目等の授業科目名及び履修方法等については、別に定める。 

(共通科目の履修) 

第８条 共通科目の履修に当たっては、次に定める基準により履修し、計 26 単位を修得

しなければならない。 

(１) 大学基幹科目：４単位を修得すること。 

(２) 教養科目：10 単位を修得すること。なお、奈良女子大学開設科目（連携開設科

目）の単位修得は、４単位以内とする。 

(３) 外国語科目：英語、独語、仏語、中国語及び韓国語の中から任意に２カ国語を

選択し、４単位を修得すること。 

(４) 体育実技：２単位を修得すること。 

(５) 情報機器の操作：２単位を修得すること。 

(６) 日本国憲法：２単位を修得すること。 

(７) 外国語コミュニケーション：２単位を修得すること。 

(教育実習の履修) 

第９条 教育実習の履修に当たっては、次に定めるところによる。 

(１) 学生は、卒業要件の教育職員免許状取得に係る教育実習の履修に当たっては、

該当する標準履修課程表に基づき、原則として、教育実習履修前年度末までに下表

に定める科目を含め 70 単位以上を修得していなければならない。 

卒業要件免許 共通修得科目 免許種別修得科目 

小学校一種 ・次世代教師論１単位 

・教職実践入門１単位 

・教育基礎論２単位 

初等教科教育法 ６単位以上 

小学校教科に関する専門的事項 ６単位以上 

幼稚園一種 幼稚園保育内容の指導法 ４単位以上 

幼稚園領域に関する専門的事項 ２単位以上 

中学校一種 中等教科教育法 ２単位 

中学校教科に関する専門的事項 ８単位以上 

高等学校一種 中等教科教育法 ２単位 

高等学校教科に関する専門的事項 ８単位以上 

 



特別支援学校一種 
 

小学校一種又は中学校一種欄の修得科目に加え、

次を修得すること 

特別支援教育に関する科目 ８単位以上 

(２) 学生は、卒業要件以外の教育職員免許状取得に係る教育実習の履修に当たって

は、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に基づき開設する科目から、原則

として、教育実習履修前年度末までに下表に定める科目の単位を修得していなけれ

ばならない。 

卒業要件以外の免

許 
共通修得科目 免許種別修得科目 

小学校一種 卒業要件に係る教育実習単

位 

初等教科教育法 

(各教科の指導法) ６単位以上 

小学校教科に関する専門的事項 

(教科に関する専門的事項) ６単位以

上 

幼稚園一種 幼稚園保育内容の指導法 

(保育内容の指導法) ４単位以上 

幼稚園領域に関する専門的事項 

(領域に関する専門的事項) ２単位以

上 

中学校一種 中等教科教育法 

(各教科の指導法) ２単位 

中学校教科に関する専門的事項 

(教科に関する専門的事項) ８単位以

上 

高等学校一種 中等教科教育法 

(各教科の指導法) ２単位以上 

高等学校教科に関する専門的事項 

(教科に関する専門的事項) ８単位以

上 

特別支援学校一種 特別支援教育に関する科目 

(特別支援教育に関する科目) ８単位

以上 

養護教諭一種 養護に関する科目 

(養護に関する科目) 14 単位以上 

 ※表中( )書きについては、教育職員免許法施行規則における科目区分を示す。 

(３) 教育実習は所定の年度に履修するものとし、履修登録は、指定の期間に行うも

のとする。病気等のために延期を希望する者は、事由を付し、延期願を提出しなけ

ればならない。 

(保育実習の履修) 

第９条の２ 保育実習の履修に当たっては、次の定めによる。 

(１) 幼年教育専修の学生は、別表履修課程１の標準履修課程表及び別表履修課程 11

の標準履修基準表に基づき、１回生終了時までに 30 単位以上(「幼児と教育」、



「社会福祉論」、「社会的養護」、「保育学」の内から６単位以上を含む。)を修得

していなければならない。 

(２) 保育実習は、所定の年度に履修するものとし、履修登録は、指定の期間に行う

ものとする。病気等のため延期を希望する者は、事由を付し、延期願を提出しなけ

ればならない。 

(自由科目の履修) 

第 10 条 自由科目は、開設授業科目の中から自由に選び、所定の単位を修得しなければ

ならない。 

(履修登録) 

第 11 条 学生は、毎年度学期始めに当該学期内に履修しようとする授業科目を所定の期

日までに教務課に提出しなければならない。 

(履修登録できる単位数の制限) 

第 12 条 学生が１年間に履修登録できる単位数の合計は、原則として 50 単位までとす

る。 

２ 下表に定める除外対象科目の単位数は、前項の規定にかかわらず、各年次の最大除外

単位数の範囲内で、同項に定める１年間に履修登録できる単位数の合計に含めないも

のとする。 

年次 
最大除外

単位数 

除外対象科目 

卒業論文、教育実習関係科目 資格・特色プログラム関係 

集中講義科目 

１ ２ 

― 

新理数基礎ゼミナール I １

単位 

新理数基礎ゼミナール II 

１単位 

２ ６ 学校フィールド演習 I(学校体験活動) 

２単位 

保育実習(保育所 I) ２単位 

保育実習(施設) ２単位 

保育実習(保育所 II) ２単位 

社会心理学 ２単位 

看護学 I、II 各２単位 

精神保健 ２単位 

細菌及び免疫学 ２単位 

予防医学 ２単位 

新理数教育 I、II 各１単位 

３ ６ 教育実習 ４単位 

事前・事後指導 １単位 

学校フィールド演習 II(学校インターン

シップ) ２単位 

看護学臨床実習 ２単位 

教育調査法 ２単位 

疾病予防及び看護学 ２単位 

新理数教育 III、IV 各１単

位 

特別支援教育実践演習 I ２

単位 

博物館実習 ３単位 

４ ６ 卒業論文 ６単位 

教育実習 ２単位 

知的障害指導法実習 ２単位 

養護実習 ４単位 

特別支援教育実践演習 II 

２単位 

(備考) 

1. 

 教育実習については、３年次は卒業要件となる教育実習科目、４年次は、

卒業要件以外の教育実習科目を対象とする。 

2.  在籍している年次より下位の年次の除外対象科目は、除外対象に含めるこ



とができる。 

３ 教養科目のうち「諸学への誘い A」及び「諸学への誘い B」の単位数は、第１項の規

定にかかわらず、同項に定める１年間に履修登録できる単位数の合計に含めないもの

とする。 

(履修年次) 

第 13 条 各授業科目の履修年次は、原則として各標準履修課程表に掲げる年次とする。

ただし、在籍している年次より下位の学年に指定されている授業科目についてはその

限りではない。 

(試験) 

第 14 条 試験は、各授業科目の履修を終了した者について、原則として学期末に行うも

のとする。 

(追試験) 

第 15 条 病気その他やむを得ない理由により試験を受けることができなかつた者は、願

い出により、教授会の議を経て追試験を受けることができる。 

２ 追試験を受けようとする者は、すみやかに事由を付して、試験期間終了後１週間以内

に追試験受験願を教務課に提出しなければならない。 

３ 追試験の実施は、次学期が始まるまでとする。ただし、卒業予定者は２月 26 日まで、

中間卒業予定者は９月 10 日までとする。 

(成績評価等) 

第 16 条 成績評価は、A(100-90)、B(89-80)、C(79-70)、D(69-60)及び E(59-０)の５

段階の評語をもつて表し、A、B、C 及び D を合格とし、単位を認定する。 

(保育士資格取得に係る対象授業科目の単位の認定) 

第 16 条の２ 保育士となる所要資格を取得する学生が、第６条の３に定める標準履修基

準表による授業科目を履修する場合、出席時間数が授業総時間数の３分の２(実習によ

る授業科目にあっては、５分の４)に満たない者には、単位を認定しないものとする。 

(不正行為) 

第 17 条 試験の際に学生が不正行為を行った場合は、当該学期の全授業科目の単位を無

効とする。 

(規則の改廃) 

第 18 条 この規則の改廃は、改正内容により教授会又は教育研究評議会の議を経て、学

長が行う。 

附 則 

１ この規則は、平成 16 年４月１日から施行する。 

２ 平成 11 年４月１日から平成 16 年３月の間に入学した学生に対する、第２条から第

11 条及び第 14 条の適用については、入学年度に適用された奈良教育大学履修規程(昭

和 35 年４月１日制定)があるものとみなして適用する。 

３ 平成 11 年３月以前に入学した学生に対する第２条及び第３条の適用については、入

学年度に適用された奈良教育大学専攻・専修規程(昭和 46 年４月１日制定)があるもの



とみなして規定を適用し、第４条から第 11 条、第 13 条及び第 14 条の適用については

入学年度に適用された奈良教育大学履修規程(昭和 35 年４月１日制定)があるものとみ

なして規定を適用する。 

附 則(平成 18 年３月 20 日規則第 32 号) 

１ この規則は、平成 18 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規則は、平成 18 年度入学者から適用し、平成 17 年度までの入学者につい

ては、なお、従前の規定を適用する。 

附 則(平成 19 年３月２日規則第 12 号) 

１ この規則は、平成 19 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規則は、平成 19 年度入学者から適用し、平成 18 年度までの入学者につい

ては、なお、従前の規定を適用する。 

附 則(平成 21 年３月６日規則第 16 号) 

この規則は、平成 21 年３月６日から施行し、平成 21 年４月１日から適用する。 

附 則(平成 21 年７月 30 日規則第 47 号) 

１ この規則は、平成 22 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規則は、平成 22 年度入学者から適用し、平成 21 年度までの入学者につい

ては、なお、従前の規定を適用する。 

附 則(平成 22 年１月 28 日規則第４－１号) 

この規則は、平成 22 年１月 28 日から施行する。 

附 則(平成 22 年１月 28 日規則第４－２号) 

１ この規則は、平成 22 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規則は、平成 22 年度入学者から適用し、平成 21 年度までの入学者につい

ては、なお、従前の規定を適用する。 

附 則(平成 22 年 10 月 28 日規則第 54 号) 

１ この規則は、平成 23 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規則は、平成 23 年度入学者から適用し、平成 22 年度までの入学者につい

ては、なお、従前の規定を適用する。 

附 則(平成 23 年６月 23 日規則第 29 号) 

１ この規則は、平成 24 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規則は、平成 24 年度入学者から適用し、平成 23 年度までの入学者につい

ては、なお、従前の規定を適用する。 

附 則(平成 24 年２月４日規則第６号) 

１ この規則は、平成 24 年４月１日から施行する。 



２ 改正後の規則は、平成 24 年度入学者から適用し、平成 23 年度までの入学者につい

ては、なお、従前の規定を適用する。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の規則第 12 条の規定については、平成 23 年度ま

での入学者についても、施行日から適用する。ただし、第 12 条表中の除外対象科目の

単位数及び履修年次は、改正前の履修規則の定めるところによる。 

附 則(平成 24 年６月 28 日規則第 35 号) 

１ この規則は、平成 24 年６月 28 日から施行し、平成 24 年４月１日から適用する。 

２ 改正後の規則は、平成 24 年入学者から適用し、平成 23 年度までの入学者について

は、なお、従前の規定を適用する。 

附 則(平成 25 年３月 22 日規則第 10 号) 

１ この規則は、平成 25 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規則第５条の規定については、平成 24 年度入学者から適用し、平成 23 年

度までの入学者については、なお、従前の規定を適用する。 

附 則(平成 26 年２月 13 日規則第７号) 

１ この規則は、平成 26 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規則は、平成 26 年度入学者から適用し、平成 25 年度までの入学者につい

ては、平成 26 年度に限り、なお、従前の規定を適用する。 

附 則(平成 27 年１月 29 日規則第３号) 

この規則は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則(平成 28 年１月 28 日規則第１号) 

この規則は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則(平成 28 年７月 28 日規則第 27 号) 

この規則は、平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則(平成 30 年 10 月 25 日規則第 28 号) 

１ この規則は、平成 31 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規則は、平成 31 年度入学者から適用し、平成 30 年度までの入学者につい

ては、なお、従前の規定を適用する。 

附 則(平成 30 年 12 月 20 日規則第 31 号) 

１ この規則は、平成 31 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規則は、平成 31 年度入学者から適用し、平成 30 年度までの入学者につい

ては、なお、従前の規定を適用する。 

附 則(令和４年４月１日教育大規則第２号) 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 



附 則(令和４年 11 月 30 日教育大規則第 23 号) 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則(令和６年２月７日教育大規則第 13 号) 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則(令和７年３月 26 日教育大規則第 19 号) 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則(令和７年 11 月 26 日教育大規則第６号) 

この規則は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度入学者から適用する。 

附 則(令和７年 12 月 24 日教育大規則第 19 号) 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

別表 
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